
墨田区公衆便所に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
別表 

 公衆便所の名称及び位置 
名   称 位   置 

法恩寺橋公衆トイレ～

永倉公衆トイレ 
〔略〕 

〔削除〕 

江東橋際公衆トイレ～

立花五丁目公衆トイレ 
〔略〕 

平井橋際公衆トイレ 
東京都墨田区立花三丁目

２９番１１号 
 

別表 

 公衆便所の名称及び位置 
名   称 位   置 

法恩寺橋公衆トイレ～

永倉公衆トイレ 
〔略〕 

長崎橋際公衆トイレ 
東京都墨田区亀沢四丁目

１８番１号 

江東橋際公衆トイレ～

立花五丁目公衆トイレ 
〔略〕 

〔新設〕  

 
  

   付 則 

 この条例は、平成２６年１１月１日から施行する。 

産 業 都 市 委 員 会 

平成２６年９月２２日 


